
第２回 災害対策本部員会議の概要 

日時 令和８年４月 21日(火)   08：00～08：15 

場所 県庁 12 階 特別会議室 災害対策本部総務班 

（８時開会） 

 

【災害対策本部】 

 リエゾンの紹介（国土交通省岩手運輸支局） 

 

【盛岡地方気象台】 

 今回の地震・津波及び今後の気象状況について（資料を基に説明） 

 

【防災課総括課長】 

 これまでの被害及び対応状況について ４月 21 日 06 時 00 分現在の状況報告（資料を基に説明） 

 

【県土整備部長】 

 水門・陸閘の閉鎖状況について、警報・注意報の解除を受け、現地の状況を確認しながら対応しており、今朝、５時時点で、全 225 か所のうち、209

か所で解放を完了している。これに伴い、通行止め等は解放されており、現時点で、今回の地震に伴う県が管理する道路の通行止めは発生していない。

その他の管理施設についても、順次点検を進めており、現時点で施設被害や異常は確認されていない。残る点検は本日の早い時間に終える予定で作業

を進めている。 

 

【保健福祉部】 

資料を訂正する。難病患者の安否確認の状況について、久慈医療圏で対象者 11 名、うち安否確認済８名と記載しているが、対象者１名、うち安否

確認済１名である。 

 

 

 



【ふるさと振興部】 

 三陸鉄道の運行状況について（資料を基に説明） 

 

【医療局】 

県立久慈病院について、被害は無いが、津波警報が出されたことに伴い、本日の外来を休診することをＨＰで公表している。 

 

【達増本部長（知事）】 

盛岡地方気象台、陸上自衛隊、岩手河川国道事務所、岩手運輸支局、東北農政局岩手県拠点、盛岡地区広域消防組合消防本部、日本赤十字社岩手県

支部、いわて NPO 災害支援ネットワークなど防災関係機関の皆様には、リエゾンを派遣いただき感謝申し上げます。 

津波警報は、昨日 20時 15 分に津波注意報に変わり、23時 45 分に津波注意報も解除となりました。今回の地震と津波では、現在のところ、重症者

１名、軽症者２名の人的被害が確認されています。被害に遭われた方には、お見舞いを申し上げます。 

津波注意報は解除されましたが、国から、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されています。対象地域にお住いの方には、非常持ち出し品

の常時携行、避難場所・避難経路の確認など、日頃の備えを再度確認されるようお願いします。 

県の体制については、災害警戒本部に移行し、引き続き、警戒体制を維持しながら、情報の収集や発信に取り組んでいきますので、県民の皆様には、

県・市町村・報道機関などの公的機関が発表する情報に留意してください。 

 

（８時 15分 閉会） 


